
子 ど も 文 教 委 員 会  行 政 調 査 報 告 書 

 

 

令和５年９月２０日付け委員派遣承認要求書に基づき、同日付けで議長から承認され、下記

のとおり実施した行政調査の結果について報告する。 

 

 令和５年１０月２７日 

 

 墨田区議会議長 

  福 田 はるみ 様 

 

子ども文教委員長 

 坂 井 ユカコ 

 

記 

 

１ 調査期間 

令和５年１０月４日（水）から１０月６日（金）まで 

 

２ 調査場所 

（１）佐賀県佐賀市 

（２）佐賀県武雄市 

（３）福岡県飯塚市 

 

３ 調査事項 

（１）子ども・子育て支援施策について 

ア 市民総参加型子ども育成運動「子どもへのまなざし運動」について 

（２）図書館施策について 

ア 武雄市図書館について 

（３）子ども・子育て支援施策について 

ア 飯塚市の子どもをみんなで守る条例について 

 

４ 出席委員氏名 

坂 井 ユカコ    おまた 雄 一    藤 崎 こうき  

  堀  よしあき    桜 井 浩 之    加 納   進  

  あ べ きみこ    としま   剛 

 

５ 同行理事者職氏名 

教育委員会事務局次長 

宮 本 知 幸 

 

６ 随行事務局職員 

  議事主査       庶務係書記 

  北 條   豊    川 村 友 佑 

 

７ 調査概要 

別紙のとおり
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調査概要 【佐賀市】 
 

 

１ 市の概要 

佐賀市は、佐賀県中東部にある市。佐賀県の県庁所在地及び最大の都市で、経済・行政の

中心地。県内最多の人口を擁し、施行時特例市、中枢中核都市に指定されている。 

北部地域は脊振山系の山ろく部の山林や清流が広がり、温泉地が随所にある。 

中心部は明治期の日本の近代化を先導した「幕末維新期の佐賀」の歴史遺産が市街地の各

所に残っている。 

南部地域では佐賀平野に広がるクリークと田園風景を見ることができ、最南端は有明海と

なっており、各地域で違った環境を有しており多様な魅力を持つ街となっている。 

また、「熱気球の街」と呼ばれ、秋には、国内最大の熱気球イベント「佐賀インターナシ

ョナルバルーンフェスタ」を開催し、沢山の熱気球が広大な佐賀平野を彩っている。 

令和５年９月末日現在、面積は約 431.84 平方キロメートル、人口は 228,289 人である。 

 

（参考資料／佐賀市のホームページほか） 

 

２ 調査事項 

（１）子ども・子育て支援施策について 

ア 市民総参加型子ども育成運動「子どもへのまなざし運動」についての概要 

佐賀市では、この事業を平成 20 年度からスタートさせており、すべての大人が、子

どもの育成に関心を持ち、かつ、主体的にかかわる社会「子どもへのまなざし 100％の

まち」の実現を目指し、市民総参加で子どもを育む市民運動である。具体的には、子

どもを育む４つの場「家庭」「地域」「企業等」「学校等」と子どもを育む４つの視

点「命」「自立」「他者とのかかわり」「取り巻く環境」から大人の行動指針を提案

しているものである。 

 

３ 質疑等（午後１時２５分～午後２時４３分） 

  ◎佐賀市議会事務局長（倉持 直幸） 

   ～ 事務局長あいさつ ～ 

◎委員長（坂井ユカコ） 

   ～ 委員長あいさつ ～ 

  ◎佐賀市理事者（社会教育課長） 

   ～ 資料に基づき市民総参加型子ども育成運動「子どもへのまなざし運動」について説

明 ～ 

 

＜ 質 疑 ＞    

◎佐賀市理事者 

  次に、事前にいただいた質問についての回答をさせていただきます。 

  まず一つ目が、「『子どもへのまなざし運動』を始めたきっかけを教えてください。」と

いうことでしたが、先ほどの説明にも入っていたんですけれども、子どもを取り巻く環境の

変化が及ぼす様々な問題が学校や家庭だけでは解決できない状況にあり、社会全体の問題と
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して、取り組んでいかなくてはいけないということから、始めたということです。 

  二つ目の、「『佐賀市未来を託す子どもを育むための大人の役割に関する条例』を作るに

あたり一番苦労した事はなんでしょうか。」ということですが、当時の担当者に確認をした

ところ、条例を制定する前に４つの場の定義を確定したそうです。その定義の確定に苦労し

たということです。そして、４つの場の４つの行動指針をまた考えるときにそれぞれのレベ

ルを合わせた設定というのが、難しかったということでした。 

  三つ目の、「『佐賀市未来を託す子どもを育むための大人の役割に関する条例』を制定し、

実際にどのような効果が出ているとお考えでしょうか。」ということなんですが、これまで

説明してきた中でアンケート結果を出しておりましたが、子どもたちや学校や地域にはだい

ぶまなざし運動というのが、他者との関わりが大事ですということですとか地域や学校とい

った大人に子どもたちが大事だということが伝わってきているなというのは感じているとこ

ろですが、やはりまだまだといったところもありますので、開拓していかなければならない

なと思っております。 

  四つ目の「条例を制定する前と、制定後で教育部の予算はどのくらい変動があったのかを

教えてください。」ということですが、15年の間に機構改革が行われまして、部も教育部と

社会教育部があった時代もあり、そもそもまなざし運動を取り扱っていた課が別個にわかれ

ていたりということがありまして、細かい予算の記録が残っておりませんでした。なので、

制定前と制定後の影響が分かりにくいんですが、平成19年度の準備期間と平成20年度の予算

額というのはわかりまして、まなざし運動開始のときの予算全体額は1,400万円でございま

して、そのうち、のぼりやジャンパーや帽子やワッペンといった啓発グッズの消耗品費が

824万円、ポスター、マグネットシートの印刷製本費に150万円などのＰＲの費用が多くなっ

ております。それで、令和４年度のまなざし運動の予算と比べますと273万円となっており

まして、だいぶ削減が進んでおります。特に消耗品費は167万円となっております。ただし、

地域教育コーディネーターを配置することに伴う人件費は当時２名体制で配置されていまし

たが、今年度は５名体制になっていまして、一人一日当たり３時間の５日間の学校勤務の会

計年度任用職員として従事しておりますけれども大体一人当たり85万円くらいの予算として

おりますので、人件費というのが多くなって消耗品費は下がっているというような状況にな

っております。 

  五つ目の「地域と学校を繋いでいくとのことですが、具体的にどのようなことをしている

のでしょうか。」ということですが、冊子をお配りさせていただいております。こちらが昨

年度の地域教育コーディネーター実践事例集ということで、どんなことをしてきたのかとい

うことをまとめておりますけれども、地域教育コーディネーターの特徴は学校に勤務して、

学校のニーズを拾って地域の人材をつなぐということになります。学校の先生が自分だけで

やっていたものを地域の人材を入れ込むことでもっと広がっていくんじゃないかというとこ
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ろをやっております。詳しい取組内容については資料を読んでいただければと思います。 

  六つ目の「地域教育コーディネーターについて、どの様な方が担っているのでしょうか。」

ということですが、学校に配置するということもあって、学校をよく知っている方というこ

とで、当初は教員ＯＢの方が多かったと聞いております。今は先生方の人手不足というのが

あって60歳以降も先生をされる方も増えておりますので、ＰＴＡ役員のＯＢさんであったり、

まちづくり協議会の役員さんなど、地域を担っている方が多くなっております。地域の団体

の方を熟知していらっしゃる方なので、活動がどうやったら学校に取り入れられるかといっ

たことで動いていただいているというところです。 

  七つ目の「特別支援学級におけるこのような取り組みは通常学級と同じように取り組んで

いるのでしょうか。」ということですが、取組自体があくまでも企画は教員ということで、

教員がどういったことをしたいという企画について、必要に応じて地域の人材との橋渡しを

するというのが、コーディネーターの仕事になっておりまして、特別支援学級にニーズがあ

るかというところは、学校の方針や先生の考え方によります。で、取組については、資料の

33ページに本庄小学校というところの芋掘り、芋苗植えの取組に、あおぞら学級と書いてあ

りまして、ここは特別支援学校独自でやられた事例かと思います。そのほか学年全体で交流

するようなときなどに入っていらっしゃるのかなと思っております。 

  最後の八つ目の「スタートして15年余り経過していることから、これまでの評価を踏まえ、

新たな取組もあるかと思いますがいかがでしょうか。」ということで、ｏｔｔａのことをご

質問いただいておりまして、ｏｔｔａについては、別の資料になります。この「子どもの見

守り事業」については担当が学校教育課になりまして、社会教育課の方では地域の方々に事

業をお伝えするということをしております。この資料は青少年健全育成連合会という地域の

団体に説明したときの資料となります。この資料の中でもこの「子どもの見守り事業」は子

どもへのまなざし運動ですと書いてありますが、地域を実際に歩いて子どもたちの安全を見

守ることをされている方々だったんですけれども、それにこのデジタルのものを取り入れて

見守りをしましょうということを紹介しております。ｏｔｔａの仕組みについては、順次、

校区を増やして開始しているところです。今年の５月に取組がスタートしまして、１学期ご

とに１中学校校区分くらい増えるようなイメージで取り組んでおりまして、９月にもう一つ

の中学校校区でサービスが開始されています。警察も一緒に連携してｏｔｔａの取組をして

おりまして、ｏｔｔａに加入していると事件が発生したときに情報をお知らせするという協

定を結んでいます。地域の方を「見守り人」と呼んでいるんですけれども、アプリをスマー

トフォンに入れて、オンにして、スマートフォンを持った状態で見守り端末を持った子ども

とすれ違ったときに、すれ違った場所と時間が記録されるというような仕組みになっていま

す。加入している保護者は何時にどの地点にいたかが時系列でわかるようなサービスです。

見守り人が多ければ多いほど、点が線になるというような取組になるので、下校時間に校外
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で見守りをされている方々とかそのほかの時間でもすれ違ったら、このアプリを入れている

と見守りができるのでということで、推進するように動いております。 

  説明は以上でございます。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  丁寧なご説明をありがとうございました。 

  事前質問に関しての回答などもいただきましたが、改めて何か聞いておきたいことなどが

あればと思いますが、何かございますか。 

◎委員（あべきみこ） 

  ｏｔｔａのサービスについてなんですけれども、見守り人というのはどなたでもアプリを

インストールすることでなれるということなんですけれども、今どれくらいの人が見守り人

になっていただいているような状況なんですか。 

◎佐賀市理事者 

  すみません、その情報は今把握しておりません。 

◎委員（あべきみこ） 

  もし機会があったら、事務局のほうにでもお答えをいただければと思います。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかにいかがでしょうか。 

◎委員（加納 進） 

  今の質疑に関連して、予算額も分かればと思うんですが、いかがでしょうか。ｏｔｔａの

取組、ＤＸ化に関する予算額というんでしょうかね。今年度の予算額も分かれば一緒に合わ

せてお知らせいただければなと思います。 

◎佐賀市理事者 

  私が分かる範囲でお答えいたします。 

  ｏｔｔａについては、基本的に企業のサービスの一環でございまして、初期費用について

は市側の負担はございません。企業が端末を無料で１年生に配る。その端末に反応するアプ

リを保護者側、大人が入れることによって反応をするということで、実は何かあったときに

記録が残るというだけです。 

  ただ、親御さんは、お金を払わないとちゃんと自分の子どもがどこにいるかという位置情

報までは分からないので、企業としては無料で作るんだけれども、狙いとしては親御さんが

月々の契約をいただければ企業へお金が入るといった仕組みになっておりまして、行政側の

負担はゼロということで始まっております。ただ、まだまだ一部の２割、３割程度の交付し

かされておりませんので、今後そこを広げていくという予定でございます。 

◎委員（加納 進） 

  企業の参加が、特徴があるかなというふうに伺って思ったんですけれども、今現在810社、
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これは分母は何社ぐらいなんですか。市内の企業ということだと思うんですけれども、１万

社のうちの810社と1,500社のうちの810社では全然参加の度合いが違うので、その辺までは

分からないですか。 

◎佐賀市理事者 

  そこまでは把握しておりません。企業も小さな個人商店が多い状況です。 

◎委員（加納 進） 

  個人商店も含んでいるんですね。 

◎佐賀市理事者 

  はい。団体さんも含めていますので、少し分母は大きくなるのかなと思っております。 

◎委員（加納 進） 

  そういうのを入れたらかなり大きくなりますよね。 

◎佐賀市理事者 

  はい。１回登録しますと減りませんので、毎年少しずつ累積していくような形になります。 

◎委員（加納 進） 

  休眠状態のもあるということですか。 

◎佐賀市理事者 

  そういうことでございます。 

◎委員（加納 進） 

  分かりました。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかにいかがでしょうか。 

◎委員（おまた雄一） 

  先ほどのｏｔｔａの続きなんですけれども、アプリの料金はいくらくらいですか。 

◎佐賀市理事者 

  最初のアプリを入れること自体は無料なんですけれども、多分月々子どもさんの位置情報

を親御さんが取る、有料サービスになると月500円程度だったかと思います。一般的なキャ

リアとかでもＧＰＳがありますけれども、同じぐらいの金額かなと思っております。 

◎委員（おまた雄一） 

  あともう一つ、まなざし企業アンケートについてですけれども、登下校時の積極的な声掛

けがあったりしました。私が住んでいる地域もそうなんですけれども、結構町工場だったり

少し大きめな企業だったりがあって、そこで子どもたちが帰ってきたりとかしているんです

ね。当然、こども110番のシールが貼ってあるところもあるんですけれども、子どもがなか

なか入りづらいというのもあって、企業への声掛けというか取組というか、賛同してくださ

っている企業って結構多いんですか。例えば、登下校での積極的な声掛けというところはど
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うなんでしょうか。 

◎佐賀市理事者 

  正直、企業が特徴ではあるんですけれども、見守り活動は学校とか地域の方の見守りが多

いんですね。地域の方は犬の散歩の時間を子どもの登下校に合わせてくださいみたいな取組

をやっております。そこの部分に関しては企業が弱い部分でもあったので、あえてそこの部

分を推奨しております。正直まだデータがきっちりと出ているわけではないんですけれども、

弱い部分を推奨していただきたいなというふうに見ています。 

◎委員（おまた雄一） 

  私のところの地域でも見守りされる方の高齢化もあり、少なくなってきているのもあって、

企業さんが例えば門のところとかに誰か１人立って「お帰りなさい」とかと言ってくれると、

子どもも何かあったときに逃げ込みやすいし、安心だなと思って、どういう形で企業に呼び

掛けているのかなと思ったので、お伺いしました。ありがとうございます。 

◎佐賀市理事者 

  １点困ってしまうのは、声掛け事案というのが結構あって、おはようと声掛けられたとい

うのが、企業さんとしてはよかれと思ってされているのに対して、過敏に反応する地区とか

エリアもあるものですから、その辺でもう少し周知のやり方も必要なのかなとも思いますし、

声掛けの方の腕章であったりをしていただいて、私は悪い人ではないよというのを周知する

ような方法も必要かなというふうに思っております。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかにいかがですか。 

◎委員（としま 剛） 

  私からは１点だけ、この運動の理念に関わるところなんですけれども、先ほどのご説明に

あった子どもの権利条約の４つの権利を守るために、大人の役割が非常に重要ということで、

それを実現するために大人の行動指針というのをつくられているということをお伺いして、

それもこの間５年ごとに見直しをされているということだったんですけれども、これはなか

なか見直すというのは非常に難しいことだと思うんですよ。この間、情勢や状況はあると思

うんですけれども、どんな見直しをされてきたのか、どうやって見直しを行ってきたか。あ

るいは、今回見直しの時期にかかっているということなので、今後どんな見直しの方法があ

るのか、もしよければ教えていただきたいと思います。 

◎佐賀市理事者 

  まさに５年置きに見直しをして、今回ちょうど３回目の見直しを今年やっていまして、方

法としては、まず４つの家庭、地域、企業等、学校等とありますけれども、10人規模の分科

会をつくっておりまして、その分科会で中身を審議してもらっています。 

  今年の見直しの例でいきますと、まさに今回の５年間のうちコロナで３年間ぐらい動けな
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い時期があって、生活スタイルが変わってきているよねというのがあって、そういうのを意

識した取組を考えるとか、あるいは、以前はコンビニに有害図書というのがたくさん置いて

あったんですけれども、最近はもう置いていなかったりするので、そういう規制がまだ残っ

ているとか、そういう社会情勢の変化による部分の変更であるとか、あと、特に今年は権利

条約の話であるとか、こども家庭庁からも「こどもまんなか社会」という話があるような時

代が来ていますので、こういう文言を入れ込んだような見直しをやっております。 

  ですから、世の中が大きく変わっている部分であるとか、あるいは陳腐化した表現といっ

たものを５年置きに見直しながらしていく。あとは、インターネットの環境も昔と変わって

います。昔はスマホを持つかどうかということがあったんですけれども、もうスマホを持っ

ていて当たり前になっていますので、そういう前提での書き方、中身を書き換えているとい

うのが今の現状でございます。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかに、ないようでしたら、質疑を終わります。 

◎副委員長（おまた雄一） 

～ 副委員長終了あいさつ ～  

以上 
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調査概要 【武雄市】 
 

 

１ 市の概要 

武雄市は、佐賀県の西部にある人口約 49,000 人の温泉都市で、平成 18 年３月１日に

旧武雄市・山内町・北方町の１市２町が合併し誕生した。大部分が山地で山林面積は

50％を占め、佐賀県内を横断する松浦川と六角川の源流を持ち、武雄盆地内を武雄川・

高橋川などの小流が六角川に注いでいる。市の中心部には、舟の形をしたシンボル的な

山「御船山」、西部には谷を挟んで向きあう雌岩・雄岩、「21 世紀に残したい日本の自然

百選」にも選ばれた「黒髪山」、樹齢 3,000 年を越える３本の大楠があり、雄大な山々

と豊かな自然に囲まれている。黒髪山や杵島山、八幡岳などの雄大な山々に囲まれた盆

地地形のため、内陸的な気候を呈している。また、1,300 年の歴史を誇る温泉郷、420

年以上の歴史を誇る陶芸の里、そして巨木の里としても広く知られている。 

令和５年９月末日現在、面積は約 195.40 平方キロメートル、人口は 47,538 人である。 

 

 

（参考資料／武雄市のホームページほか） 

 

２ 調査事項 

（１）図書館施策について 

ア 武雄市図書館の概要 

武雄市は、平成 12 年 10 月に開館した武雄市図書館・歴史資料館について、休館

を減らす取組を行い、市民から活用されておりましたが、市として「もっと多くの

市民に利用してもらいたい」との思いで、365 日開館という具体的な目標について、

「行政でできなければ民間の力で」解決するという考えの中で、代官山蔦屋書店を

運営する会社と連携し、平成 25 年４月にリニューアルオープンし、来館者数が前

年度対比で 355％を超え、貸出数も 178％を超えるなど、利用者を増やしている。 

 

 

３ 質疑等 

（１）質疑等（午前１０時５９分～午後０時４５分） 

  ◎武雄市議会事務局長（川久保氏） 

   ～ 事務局長あいさつ ～ 

  ◎委員長（坂井ユカコ） 

   ～ 委員長あいさつ ～ 

  ◎武雄市理事者（武雄市図書館長） 

   ～ あいさつ後、別添資料に基づき「武雄市図書館」について説明 ～ 

＜ 質 疑 ＞ 

◎武雄市理事者 

  説明は以上となりますが、事前に質問をいただいていますので、それに回答をさせていた

だいて、もし何かあれば、改めてご質問をお願いいたします。 

  １番目が図書館の予算についてです。 
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  ランニングコストは説明の中で申し上げましたが、あのような感じで光熱費から人件費ま

ですべて指定管理料からまかないます。大きな工事とか建物の長寿命化ではなくて、老朽化

に伴うものはすべて市で予算化しております。 

  図書館の建設費とかについては、参考になりませんが、2000年にできた図書館自体は大体

20億円くらい掛かりました。設計は全国で公募して佐藤総合計画さんに設計してもらって、

その後、リニューアルの設計も随意契約でそこにお願いしました。リニューアルの工事は大

きな工事と中身のデザインの変更で大体４億5,000万円ほど掛かりました。それ以外にＣＣ

Ｃ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）さんは独自で３億円ほど自分たちで払っていま

す。 

  子ども図書館は、大体４億円掛かりました。木造を中心に作りたかったんですが、どうし

てもお金がということで、鉄骨中心で作っておりまして、建設費に４億円掛かっております。 

  財源的には市はとにかく合併特例債が使えたからよかったんですが、それを有効に活用さ

せていただきました。 

  ２番目は、建設時を含め、この事業で一番大変だったことはなんでしょうかということで

す。 

  これは、説明のときにも申し上げましたが、館内にスタバとか蔦屋書店といった、営業ゾ

ーンを入れたことです。今までなかったことで、図書館関係者から「図書館は静かに使うべ

きだろう」とか「飲み物を飲むのを推奨してどうするんだ」といったことで、ずいぶん叩か

れました。それをクリアするのが大変で、地元の人に説明すると分かってもらえるんですが、

全国のほかの図書館の方からご意見をいただきました。でも、最近はお客さんも増えるし、

いろんな視察も増えて、こういう図書館も今からの時代には必要だろうということで、そう

いう声がほとんどなくなりました。佐賀県でいうと、今は４か所くらい飲み物が飲めるよう

になったんです。そういう形で随分と変わってきています。最初はそれが一番大変でした。 

  ３番目は、指定管理者制度を導入して10年が経過し、成果と課題についてどのように総括

しているかです。 

  成果はほんとにＣＣＣ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）さんに頼んでよかったと

いうことです。やはり知名度が違います。あとでアンケート結果を見てもらえばわかるんで

すが、知名度がものすごく大きくなったというのが、お金に代えられない最大の効果です。

その次にアンケート結果でよかったのは、まちに人が増えた、まちに経済的な効果が出てい

るといった３つがアンケートを取るといい結果になっています。確かに図書館に来るお客さ

んが増えるってことで、今まで武雄市になかった全国展開しているいろんなお店が郊外にで

きてきたんですね。そこを目当てに来られる方もいます。だからそういう意味では相乗効果

としてずいぶんいい効果が出ています。いろんな人に武雄市に訪れてもらう、交流人口が増

えるということです。それともう一つは、武雄市は移住者を増やしたいということでやった
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ので、若い人を中心に移住者が増えています。新幹線も開業したので、移住相談が前よりも

３倍くらいになっています。実際に移住した人に担当課がアンケートを取ると、決断したき

っかけの中に武雄市には図書館があったからと大体書いてあるらしいです。１年中こんな図

書館が開いてるんだということで、図書館の効果は大きいのかなと思っています。 

  ４番目は、電子書籍サービスについてです。 

次の５番目の質問にも「武雄市ＭＹ図書館」って書いてありますけれども、「武雄市ＭＹ

図書館」っていうのは、もともと武雄市として電子書籍サービスを平成23年に国の実証実験

の補助金をもらって始めました。武雄市独自でシステムを組んで一つの本を何人でも読める

みたいなことを始めたんですが、最終的には費用対効果がないということで６年間やって平

成28年にもうやめました。やはり著作権の壁が高くて簡単にはいきませんでした。絵本１冊

を取り込むのに５万円くらい掛かりますので予算も大変ですし、システムについても例えば

スマホのアンドロイドのバージョンが変わればそのたびにバージョンアップをしなくてはな

らないんです。民間企業とタイアップしてやっていけば電子図書もできるんでしょうけど、

武雄市は先走りでやり過ぎて、これは絶対無理ってことでもうやめました。 

その後の電子書籍についての考え方についてですが、武雄市図書館はあんまり電子書籍を

推奨していないんです。すべての図書館でそろえる必要はないんじゃないかというのが、私

の個人的な考えです。佐賀県で言えば、大きな佐賀市とか県立図書館が始めて増やしていま

すので、県民であれば享受することができますので、登録自体を市町村の図書館でできるよ

うにということで、県立の図書館にお願いしています。県立図書館で県民のために一所懸命

にやってくれれば、市の図書館でやる必要ないんじゃないかというのが、私の元々の考えで、

もう一つは武雄の図書館に来てもらいたいということが一番にあります。来てもらえれば、

いろいろな発見につながります。来なくていいというようなものには、私が個人的に後ろ向

きで、電子書籍について入れる考えは持っていません。 

６番目の登録者の推移については、先ほどの説明で申し上げましたが、結構増えています。

はっきりとした比較ができないんです。以前の図書館は一回登録したら死んでも転出しても

どこに行ってもずっと累積で残っているので、累積何人となってしまうので、実際が分から

ないんです。今は実際のものが分かるように、一回登録したら５年経ったら切れるようにし

ています。切れていっても今は前より数は２倍くらいになっています。市外の方とかがいっ

ぱい登録していますので、当然、武雄市の人口を超えています。 

７番目の小・中学校との図書館連携については、先ほどの説明で少し話をいたしましたの

で、それで回答とさせていただきます。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

それでは、ただいまの説明も含めて何か質問はありませんか。 

◎委員（加納 進） 
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  丁寧にご説明いただいて本当にありがとうございました。 

  もう10年経ったんですね。当時非常に話題になって、早く視察に訪れたいなと思っていた

んですけれども、10年経ってしまいました。 

  ＣＣＣさんは全国的にも今10か所ぐらいですかね。 

◎武雄市理事者 

  そうですね、そのぐらいです。 

◎委員（加納 進） 

  指定管理で受けるようになったというふうに思います。当時、パイオニアでいらっしゃっ

て、先ほども少し触れていましたけれども、批判も多くて、いまだに保守的な団体みたいな

ところはツタヤ図書館とかといって、こういうデメリットがあるみたいなことを取り上げら

れたりしている記事も拝見しましたけれども、お話を伺って、市民の方は喜んでいるんだろ

うなというふうに感じました。 

  お聞きしたいのは、これだけ毎日のようにイベントやワークショップをやっていると、そ

れなりに経費が掛かると思うんですけれども、イベントやワークショップ等は指定事業でや

っているんですか。それとも、ＣＣＣグループさんの自主事業でやられているのか、その辺

をお聞きしたいのと、現在は指定管理料１億9,000万円とおっしゃいました。それなりに職

員もいらっしゃると思うんですけれども、職員の数と、そのうち司書の資格がある方が何人

ぐらいなのか、その辺も教えていただけますか。 

◎武雄市理事者 

  本当に最初は批判ではないけれどもいろいろありました。でも、それは当然の意見だとは

思うんですよ。図書館がそんなことできるのと私も思っていましたから、それは正論なんで

すよね。もともと日本の図書館というのはそれでずっと歴史が来ているから、しょうがない

と思います。 

  ただ、いろんな図書館があっていいのではないかなということで、最初なんかは本当、大

きな大会とか総会とかで図書館協会から呼ばれて、何か説明してくださいみたいな感じで言

われまして、結局つるし上げみたいな状況でした。でも、説明したら半分近くの人が分かっ

てくれるんです。ただ、批判的な大学教授も今では武雄の図書館も見習わないといけない、

元の図書館という考え方だけではもう駄目だよというぐらいに少し変わってこられているか

ら、私たちも助かっています。今でも批判されるのは市外の方でなんです。私たちは市民の

税金でやっているから、市民の声を一番大事にしますから、それでやっていきますけれども

ね。 

  そういう中で、イベントですけれども、なるべく地元の人とかを使ったり、基本的に無料

でやっています。例えばグリーンワークショップでお花を使うとか、いろんな使用代が掛か

るもの以外は全て無料なんです。だから、いかに経費を抑えるかということで、できるだけ
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地元の方に先生をやってもらっています。例えば、絵画教室とかであれば、地元で絵の教室

をやっている人に無料でやってもらう。代わりに、自分の絵画教室に誘っていいですよとい

う条件です。それでお互いさまです。私たちは、イベントはきっかけづくりということで、

全て初級にこだわっています。なるべくお金をかけないように、地元の人だと先生をお願い

しても、お金を払わずに昼ご飯を少し出すぐらいだったりします。 

  あと、すごいのは、例えば小説家さんとか呼ぶとします。武雄の図書館でやりやすいのは、

スタバと書店があるから、出版社を通じてやりやすいし、お声掛けをするときに出版記念の

本の即売、サイン会、そしてスタバのコーヒーも一緒に無料で出しながらできるから、アッ

トホームにできますよと言ったら結構来てくれるんです。ですから、結構多いです。 

  そういうことで、市から絶対やってくれという事業は幾つかあります。それ以外は全部提

案事業です。なので、うちの司書さんには、イベントの企画から実施まで全部やってもらう

ので、普通の図書館の司書では大変です。でも、今はＣＣＣの図書館ができたから、一から

企画せずともよそがやっている情報を全部共有しているから楽で、少し変えればいいんです。 

  司書さんの数については、図書館ゾーンにいるのが、図書を大体専門で32名ぐらいいます。

そして、あと書店を大体主にやる人が12名ぐらいです。スタバは専門で15名くらいいます。

あと、こども図書館で九州パンケーキカフェをやる人が8名くらいいます。それは全てＣＣ

Ｃのスタッフです。そういう中で、司書さんは32名中19名は司書資格を持っています。地元

の人をなるべく採用して、頑張った人から内部の登用試験を受けて正社員化を図っています。

地元の人に５年以内になるべく正社員にはなってもらおうという努力で、頑張る人から正社

員の試験を受けてもらうようにしています。 

  武雄図書館の司書の数が多いのは、12時間空いているからどうしてもシフトで二交代制な

んです。だから数が多い。ただ、二交代制がいいのは、午後のちょうど途中の１時から５時

までが二つのシフトが重なるんです。だから、司書さんに余裕ができています。そこで必ず

自由な時間を２時間ぐらい司書さんに毎日用意しています。そこでイベントの企画をしたり

準備ができる。ほとんどは土日のイベントになりますので、土日勤務でその後の月、火とか

は少し司書さんの数が減ってくるので、シフトを組むのが大変ですね。 

  全部の答えになったかどうかは少し分かりませんけれども、そんな感じでやっています。 

◎委員（加納 進） 

  スタッフの人数が多いなと思ってお伺いしました。 

◎武雄市理事者 

  数は多いです。 

私だけ普通のスタッフと違いまして、私は市の元職員で、館長だけやっていればよかった

んですけれども、労基法上、指示をしたりすることがやりづらいということで、ＣＣＣのス

タッフに社員にしてもらったんです。そこから武雄市の教育委員会と出向契約をして、武雄
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市教育委員会の局長から私は館長の辞令をもらっていますので、私だけが二足のわらじを履

いて、両方の身分を持っています。というのはもう一つが、歴史資料館の存在です。建物の

管理はＣＣＣがやっていますけれども、歴史的資料とかは任せられませんので、市の職員が、

直接の市の学芸員が４名くらいいますので、その館長も私が兼ねているからこういう形を取

っています。ですので、総勢でいうと60名くらいになります。武雄市では結構大きい企業で

はないかなというぐらいです。 

◎委員（加納 進） 

  分かりました。ありがとうございます。 

◎委員（おまた雄一） 

  市民の方にアンケートも取られたということで、やはり市民の方の声がすごく大事だなと

思うんですけれども、どの程度フィードバックが取れたとかって分かりますでしょうか。 

◎武雄市理事者 

  毎年今までずっと利用者のアンケートを取っていますけれども、市民へのアンケートは当

初の変えるときのアンケートで、具体的にここをこういうふうに変えますというアンケート

でしたので、85％ぐらいが賛成で、反対というのは少なかったです。少しよく分からないと

いうのがあって、意見として先ほどの雑誌を増やしてくれとかいうのもほとんどかなえてい

ます。やめたのが幾らかあったかと聞いていましたけれども、なるべく応えようということ

で、大きな骨組みはほとんど賛成でした。 

  ただ、そのときは図書館を利用する人からもしない人からも全部取っています。だからこ

ちらのほうでいろいろ勘案しながらやったんですけれども、今は図書館を利用する人のアン

ケートを毎年取って、その人たちの利便性を高めたい、使いやすいようにしたいということ

で、いろんな意見を聞きながらやっています。 

◎委員（おまた雄一） 

  アンケートの実施方法は郵送でという形ですか。 

◎武雄市理事者 

  一番当初はそうですね。 

  あと、それ以外にもゆめタウンといった、大きな商業施設等にも置かせてもらって順にや

っていました。今は、毎年１回のアンケートは自由記載でやっています。 

  難しいのは、全ての市民に聞くというけれども、図書館に全く興味のない人の意見を聞い

ても的外れな意見とかもあります。しかし、そういうのを無視するわけにもいかないという

のがあります。今は利用者アンケートですので、結構利用する人の意見ということで、しっ

かりと受け答えできないといけないけれども、その当時はそんな感じでした。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  これから実際に図書館を見せていただくんですけれども、やはりスターバックスがあるの
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は大きいなと思いました。アンケートの結果の中でもスターバックスがあるというのが半数

ぐらい満足する点として挙げられていましたし、あと飲み物が飲める。あと居心地がいいと

いうところがすごく大きいのかなというふうに思います。 

  貸出し利用者数の数字を見させていただいたら、30代、40代の女性の貸出し数が飛び抜け

て多いなと思っているんですけれども、その中の内訳はどうなっているんでしょうか。 

◎武雄市理事者 

  実際本当に貸出し者数は女性の若い人が増えたんです。子ども図書館を造ってからはお母

さんのカードで子どもの絵本を借りている人が増えました。利用者は図書館に来た人ではな

くて本を借りた人の割合ですから、だから特にここが増えました。 

  絵本だと一遍に10冊とかを借りる方もいますから、赤ちゃんで登録している人が結構いら

っしゃいます。しかし、それがなくても、若い女性が増えています。おしゃれだなという感

覚で最初は遊びに来てもらってからということです。今は本当にハードルが低くなったとい

う感じで、今日は何もないから図書館に行こうかというぐらい市民の方が増えたんです。図

書館と口では言っていますけれども、多分アミューズメントか何かの感覚かもしれませんね。

そのような感じでも図書館に行くというハードルが低くなってきているというのが、いつも

意識していましたから、私たちとしてもうれしいところです。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  居心地がよいからという回答もありました。もともと図書館というのは本を借りに行くた

めに行く場所だというふうな認識なんですけれども、利用者数というか貸出し数では判断で

きないような、閲覧をして飲み物を飲んで一定時間居心地がよくて、いろいろな本を読んで

帰られる方もかなりいらっしゃるということなんですね。 

◎武雄市理事者 

  そうなんですよ。本当は、貸出し利用者数はもっと増えていってほしいんです。これはも

う全体的な流れですけれども、以前の図書館だと１人１回来て借りる冊数が１回当たり平均

4.7冊借りていたんです。今はもう３冊借りないんです。 

  趣味とかが多様化している中で読書時間も少ないのかなというのもあるし、電子書籍等で

読めるということもあります。あと、先ほどあまり言えなかったんですけれども、図書館に

来て本を読んでいる人が結構いるんです。その人たちは全然貸出ししないんです。読むだけ

読んで返すんです。そういう方の数はよく分かりませんけれども、そういう方もいらっしゃ

るし、時代の流れとして貸出し冊数は減っています。本当はここも伸ばしていきたいんです

けれども、なかなか厳しいところです。 

  ただ、私たちは本を借りてもらうのも大事だけれども、それ以上にいろんな体験をして、

いろんなやりがいを見つけてほしいと思っています。体験できないものは本を使って体験で

きるという話につなげていくことを意識しながらイベントをやっております。 
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貸出し冊数とか利用者数が何人いるというのは図書館の大きな尺度だけれども、私たちの

尺度は、利用者の満足度なんです。満足すれば来てくれて、最終的には本が好きになってい

く。回り道だけれども、そっちのほうが絶対に確実だということで、今そちらを尺度として

います。 

◎委員（あべきみこ） 

  本当にここの図書館はコーヒーが飲めるとか、こども図書館が別にあったりとか、そうい

ったいろんなイベントがあるということで、ほかにない図書館の取組をされているというこ

とがよく分かりました。 

  そういった中で、ほかの図書館にないのが、商品を売っているところで地場産業のものを

置いていらっしゃる。こういったものが武雄市にあるんだというのを気付かされたんですけ

れども、その辺の地場産業のものを置いたきっかけというのはどうだったのかをお聞きした

いと思います。 

◎武雄市理事者 

  基本的には提案事業です。提案するのが私たちの仕事だと思っていますので、いろんな形

で提案して、図書館のオープンスペースでは、ほとんど一年中何かの提案をやっています。

９月までアルツハイマー月間だったりとかそういうものもやっていましたし、その合間に地

元の産品とか、頑張っている企業さんのＰＲ、焼き物とかの展示会とかはここでやりますし、

それ以外にも地元の産品を中心にやっています。 

  提案というくくりで、とにかくいろんなものを提案していこうということでやっています。

よく見てもらったら図書館にお酒まで置いています。 

  お酒は少しハードルが今まで高かったんですが、お持ち帰り用のお土産用として、地元の

酒屋さんもＰＲできるということで、できるだけ武雄の商品をＰＲするということでやって

います。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかにはありませんか。 

  ないようであれば、以上で、質疑を終わります。 

◎副委員長（おまた雄一） 

   ～ 視察終了後、副委員長終了あいさつ ～ 

 

以上 
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調査概要 【飯塚市】 
 

 

１ 市の概要 

飯塚市は、福岡県の中部に位置する市。筑豊三都の一つに数える。筑豊で最大の人口を擁

し、筑豊の中心機能を持つ都市でもある。また福岡市、北九州市、久留米市に次いで福岡県

内で 4 番目の人口を擁する。 

飯塚都市圏の中心都市であり、筑豊地方、嘉飯山地区の中心都市でもある。 

かつては、長崎街道の宿場町（飯塚宿、内野宿）として栄え、多くの人、物、情報がいき

かう流通拠点として、日本経済の成長を支えた筑豊炭田の中心都市として、重要な役割を担

ってきた。 

長崎街道「シュガーロード」と炭都。砂糖の伝来と労働者に受け入れられ発展したお菓子

文化により、全国的に有名な「千鳥饅頭」「ひよこ饅頭」「なんばん往来」などの銘菓が生

まれたまちでもあり、令和２年度には「砂糖文化を広めた長崎街道～シュガーロード～」が

日本遺産に認定されている。 

令和５年９月末現在、面積は約 213.96 平方キロメートル、人口は 125,095 人である。 

 

（参考資料／飯塚市のホームページほか） 

 

２ 調査事項 

（１）子ども・子育て支援施策について 

ア 飯塚市の子どもをみんなで守る条例の概要 

飯塚市では、すべての子どもたちが虐待や育児放棄から守られ、愛される幸せを実感

しながら成長できるように、市民で子育てしやすい環境をつくり、子供の命と笑顔を

守るため、平成 31 年４月１日同条例が施行されている。条例では、虐待予防のために

地域と行政が連携して子育て支援を行うこと、子どもを守るために地域と行政が連携

して虐待防止の取組を行うことを基本方針としている。 

 

３ 質疑等（午前１０時３２分～午前１１時２８分） 

  ◎飯塚市議会議長（江口徹） 

   ～ 議長あいさつ ～ 

  ◎委員長（坂井ユカコ） 

   ～ 委員長あいさつ ～ 

  ◎飯塚市理事者（子育て支援課長） 

   ～ あいさつ後、別添資料に基づき「飯塚市の子どもをみんなで守る条例」について説

明 ～ 

 

＜ 質 疑 ＞ 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ご説明ありがとうございました。 

  事前質問については、資料で回答をいただいておりますが、今改めてご説明を伺った中で

何か質問事項があるかなというふうに思っております。 
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  どなたかございますか。 

◎委員（加納 進） 

  ２点ほどお伺いしたいというふうに思うんですけれども、先ほどご説明いただいた見守り

強化事業についてなんですが、私が聞き逃したのではないかなと思うんですけれども、どう

いったものを配布しているのかということと、対象の人数についてお聞かせいただけますで

しょうか。それと、組織についてですが、母子保健と統合するということで、整備されたん

だなというふうに思うんですけれども、教育委員会との連携について、何か特徴的なことが

あればご説明いただけますでしょうか。 

  まず、その２点ほどよろしくお願いいたします。 

◎飯塚市理事者 

  まず、見守り強化事業でございます。どういったものをということでございますけれども、

まず入りやすくするためには、子どものお菓子が大事かなというふうに考えているところで

ございます。子どもに入ってきてもらった上で、次は、月１回以上、できましたら週１回の

見守りを委託業者はしております。 

  次に、対象の人数ですが、資料の「令和４年度児童虐待に関する状況の報告書」の15ペー

ジをご覧いただければと思います。まず主任児童委員で行ったものでございますけれども、

令和３年度については８世帯で12人となっております。これは１月から開始したものでござ

いますので、少し少ない形になります。令和４年度におきましては、１年間で14世帯の25人、

回数的には延べ22回から116回と回数的には増えたんですけれども、人数的にはあまり増え

ていないところでございます。 

  次に、委託業者が行ったものについてですが、令和４年度におきましては、１月から開始

したもので、１月から３月までの間に８世帯で16人、延べ64回となってございます。令和５

年度におきましては、対象世帯が14世帯になっていたと思います。人数は今手持ちがござい

ません。 

  それと、教育委員会との連携の特徴でございますけれども、特徴的なものというよりかは、

ほとんど一体的に取り組んでいるところでございますので、まずは学校から連絡があったも

のにつきましては、全て教育委員会と一緒に対応しているところでございますので、特段示

せるものはないかと思います。 

◎委員（加納 進） 

  要対協には、教育委員会は入らないということですか。 

◎飯塚市理事者 

  もちろん入っております。 

◎委員（加納 進） 

  分かりました。 



子ども文教委員会（行政視察）（令和５年１０月６日） 

－3－ 

  ちなみに、要対協は、要保護児童に対して直接関わりのない団体の方もいらっしゃるかと

は思うんですが、そういう方は来られないんですか。若しくは情報を共有するために全ての

方に集まっていただいているんですか。 

◎飯塚市理事者 

  今おっしゃられたとおり、全体的な代表者会議におきましては大体来ていただいていると

ころでございますけれども、個別のケース検討会につきましては、基本的には関係するとこ

ろだけでございますので、全部ということではございません。 

◎委員（加納 進） 

  分かりました。 

  あと議長にも伺ってよろしいでしょうか。 

  飯塚市の子どもをみんなで守る条例は、平成30年に議員提出議案として出されたというこ

とですけれども、この文言を議員だけで基本的には考えられたとは思うんですけれども、事

務局であったり、場合によっては法務担当職員なんかの助言というかアドバイスもあったか

と思うんですけれども、その辺の経緯のほうと、あと策定までに何年ぐらい期間を要したか、

これについてご説明いただけますか。 

◎飯塚市議会議長（江口徹） 

  策定までに関しては、約半年ぐらいで提案をさせていただきました。私はもともと役所の

職員でございまして、法務担当もやっておりました。それとあと４人で提案するところまで

やったんですけれども、虐待と付いている条例が当時で150本ぐらいありまして、それを全

部手分けをして読み込んだ上で、いいとこ取りをしようというような形で進めました。 

  議会事務局のほうには、そんなに助力はいただいておりません。担当課のほうとは幾つか

私どもはこうやって考えているんだけれどもどうかということでお見せして、意見交換等は

させていただいたような状況でございました。 

◎委員（加納 進） 

  ちなみに、議員提出議案というのは結構あるんですか。 

◎飯塚市議会議長（江口徹） 

  そんなにはないです、正直な話。政策的なものに関しては、残念ながら少ないのが現状で

す。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかにございますか。 

◎委員（おまた雄一） 

  私が勉強不足なところもあるのかもしれませんが、ＮＰＯ法人って結構いろんなところが

あると思うんですけれども、そういうところから市のほうに、こういう子がいるんだけれど

もみたいな形で情報は結構入ってくるものなんでしょうか。 
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◎飯塚市理事者 

  ＮＰＯから情報が入ってくる事例としましては、子ども食堂の関係で入ってくることがご

ざいます。そういった情報を聞いたら対応しているところでございます。 

  その他には、特にないと思います。 

◎委員（おまた雄一） 

  ちなみに、大小が結構あると思うんですけれども、子ども食堂は結構あるのでしょうか。 

◎飯塚市理事者 

  今５か所で行っていただいております。大体月１回程度、多いところでは週に２回開いて

いただいているところもございます。ＮＰＯの方が実施しているところでございまして、そ

の中の一つのＮＰＯから気に掛かる子がいるという情報をお聞きすることが多いです。 

◎委員（あべきみこ） 

  私が説明を聞き逃したかもしれないんですけれども、虐待の通報に関してなんですが、結

構病院で気が付くことも多いと思うんです。病院との連携とかはどうなっているかお聞かせ

いただければと思います。 

◎飯塚市理事者 

  県の小児虐待防止、児童虐待防止拠点病院である、飯塚病院を当市は抱えております。こ

の議員提出議案をいただいた中で、多分飯塚病院の方が一緒になってやられていたとは思う

んですけれども、飯塚病院から条例というか、３点ほどいただきまして、病院に運ばれてく

る前に児童虐待を防げないのかというのが一点で、もう一つは情報共有がうまくいっていな

い、もう一点は児童虐待の状況が見えない、知られていないといった課題があるのではない

かというご指摘を受けました。どういった形で対応したらよいのかということで飯塚病院と

話し合いまして、飯塚病院から、全てというわけではございませんけれども、不審な子ども

のけが、虐待とおぼしきけががあったときには全てうちのほうに通報していただく形になっ

ております。今は飯塚病院だけでございますけれども、そういった事案があったときにはほ

とんど情報が入ってきているのが実情です。その中で、どうしてもこれは虐待ではないかと

いうところは全て回っているところでございます。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかにいかがでしょうか。 

◎委員（桜井浩之） 

  １点だけなんですけれども、子どもに携わる所管機関のネットワークを通じて虐待の実態

という情報を収集されている形になっていると思うんですけれども、虐待については早期発

見、早期解決が重要だというふうに思うんですね。 

  そういう中で、早期発見の部分は非常に力を入れられて、しっかりとしたネットワークづ

くりをされていらっしゃるんだろうと思うんですけれども、解決の部分で、やはり親御さん
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が関わったりといった事例、よくテレビとかでも警察が介入して対応しているという事例も

見受けられるんですけれども、早期解決に向けた実績というのはどんな感じなのか、もしお

示しいただけるのであれば教えていただきたいと思います。 

◎飯塚市理事者 

  議長の前で少し言いづらいんですけれども、市も一緒になって虐待防止に向けて、虐待を

してはいけないということの指導とかをやりなさいとよく言われているんですけれども、私

どもとしましては、それは児相の役割だと考えておりまして、少し区分けをする必要がある

というふうに思っております。私どもはお母さん、若しくは保護者、虐待に至った保護者に

対してなぜそこに至ったのか、今後どうしたらいいのかというところを相談も受けてつなげ

ていきたい。いわゆるその家庭が虐待をしないようにするためにはどうしたらいいのかとい

う、一緒に考えましょうという支援をやっているところでございまして、それが何件あるの

かとかいうのは、特段持ち合わせておりませんけれども、それに終始しているところでござ

います。虐待はいけないという話は基本的にしないようにしておりまして、どうして至った

の、どうしてたたいたのというところから入っていって、一緒に考えていこうという寄り添

い方の支援を目指しているところでございます。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  先ほど言い漏れたんですけれども、片峯誠市長におかれましては、病気療養中のところ、

９月25日にご逝去されたということでお悔やみを申し上げます。まさに、条例が提出されて

いるときに市長としていらっしゃったわけですけれども、教育者というふうにも伺っており

ます。 

  この条例制定において、議会と市側、市長との関係という部分でどういったやり取りがあ

ったのか、市長がどのような考え方で取り組んでいかれたのかということも伺いたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

◎飯塚市議会議長（江口徹） 

  市長には、つくり始めるとき、着手しますよというのは私どものほうからお伝えはしてい

ました。ただ、市長のほうからここがどうだという話は現実にはありませんでした。現実で

は部長であったり、最後の取りまとめのときには副市長のほうと協議して、私どもではここ

までいきたいんだけれどもという話の中で、委員会の懇談会という席の中ではあるんですけ

れども、その整理を一定程度していただいたというような形になります。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  任されていたということですかね。 

◎飯塚市議会議長（江口徹） 

  任されていたというか、担当部がおられるので、そこに口を出すのはというふうな形で引

かれていたというふうな意識ではないかなとは思っています。 
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  あと、先ほど経緯をご説明した部分で、４人でつくりましたという話をさせていただいた

んですけれども、お話があった病院との連携が最初なんです。他部署もいましたけれども、

私自身が飯塚病院の虐待防止委員会の外部委員をやっておりました。その中で、こんな状況

があるというのをお聞かせいただいて、ある意味、新聞、ニュースで知る世界と全く違う厳

しい状況があるんだなというのに気付きました。そこの勉強会を同僚議員もお誘いする中で、

ドクターだったり看護師だったり、ソーシャルワーカーの方とお話しする中で、先ほど課長

が言っていたたように、運ばれてくる前に何とかしたいということでした。また、あと一回

病院にきて、治療して帰すんだけれども、また来ることになってしまう。帰してしまうと医

療機関としてはそこから先は手が出せない中で、どうにかしたいということで、私とＮＰＯ

の子育て関係の団体の方と保育園の園長先生が外部委員としてまず入ったというような状況

でございます。 

  なので、条例の題名を「飯塚市の子どもをみんなで守る」というふうな形で書かせていた

だいております。専門家だけ、行政だけに任せていては、とても間に合わないような状況に

なってきたというのが昨今の状況だと考えている中で、より多くの方を巻き込むためにどう

するのかというところで、この条例をつくった形になります。 

  病院の先生からそういったことが少しでも減るような条例をつくってもらえないかという

ご相談があったのが最初のきっかけになります。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかにいかがでしょうか。 

◎委員（加納 進） 

  直接関わることではないかもしれないんですが、資料のチラシについてなんですが、チラ

シに写っている子どもの写真はフリー素材なんですか。虐待されている子どもと受け取られ

てしまう可能性があるので。どうなのか伺いたいと思います。 

◎飯塚市理事者 

  これは実は市の職員のお子さんなんです。職員に撮ってもらったというのが実情でござい

ます。もちろん虐待されているということではございません。確かに虐待されていると受け

止められる可能性はありますけれども、こういった形で泣いているんだよというところをイ

ンパクトで、使わせていただいたところでございます。もちろん了解を取っております。 

◎委員長（坂井ユカコ） 

  ほかにないようでしたら、以上で質疑を終わります。 

   ～ 副委員長終了あいさつ ～ 

 

以上 

 


